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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２９年３月２３日 ０８時４５分ごろ～０９時４５分ご

ろ） 

発生場所 宮城県気仙沼市馬場
ば ば

漁港南東方沖 

 陸前
りくぜん

御崎
お さ き

岬
さき

灯台から真方位３５６°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°５３.７′ 東経１４１°４０.２′） 

事故の概要  漁船第一信
しん

盛
せい

丸は、馬場漁港南東方沖において、転覆した。 

 第一信盛丸は、甲板員１人が死亡し、船長及び甲板員１人が行方不

明となり、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わな

かった。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一信盛丸、４.９トン 

 ＭＧ３－４６１５７（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.５２ｍ（Ｌr）×３.６２ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３８９kＷ、平成１６年３月１５日 

第２１０－５１４７９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日 平成１５年７月３１日 

  免許証交付日 平成２５年６月２４日 

         （平成３０年７月３０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２４歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２７年１０月１日 

  免許証交付日 平成２７年１０月１日 

         （平成３２年９月３０日まで有効） 

甲板員Ｂ 女性 ３０歳 

 海技免状等 なし  

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ｂ） 

行方不明 ２人（船長及び甲板員Ａ） 
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 損傷 主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波高約２ｍ、水温 約１４℃ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員２人が、平成２９年３月２３日０４時３０

分ごろ家族と会話した後自宅を出て気仙沼市鮪
しび

立
たち

漁港に向かい、わか
．．

め
．
漁の目的で乗り組み‘馬場漁港東方沖のわかめ

．．．
養殖施設’（以下

「本件養殖施設」という。）に向けて０５時００分ごろ同漁港を出港

した。  

本船は、０９時４５分ごろ、本件養殖施設の南方沖となる馬場漁港

南東方沖で転覆しているところを、付近を航行中の船舶の船長により

発見され、本船が所属する漁業協同組合支所担当者（以下「組合担当

者」という。）に連絡された。 

組合担当者は、連絡を受けて１１８番通報し、同組合の所属船に本

船の船長等の捜索を依頼した。 

捜索していた僚船は、１０時０５分ごろ本船の発見場所から東方の

海面に浮いている甲板員Ｂを発見して引き揚げ、所属する漁業協同組

合に連絡し、近くの気仙沼市滝
たき

浜
はま

漁港に向かった。 

組合担当者は、甲板員Ｂを救助したとの連絡を受け、１１９番で救

急車を要請した。 

海上保安庁は、本事故発生の通報を受け、巡視船艇及び航空機を出

動させ、現場に到着した航空機が、船底を上にして転覆し、漂流して

いる船舶を認め、搭乗していた機動救難士を降下させた。 

機動救難士は、漂流している船舶が本船であることを確認し、潜水

捜索を行ったが、本船の船長及び甲板員Ａを認めなかった。 

甲板員Ｂは、滝浜漁港に到着して気仙沼市内の病院に搬送されたも

のの、死亡が確認され、溺水と検案された。 

本船は、１３時１９分ごろ僚船により気仙沼市宿
しゅく

漁港に向けてえ
．

い
．
航が開始され、同漁港岸壁前に到着して復原後係留され、１８時３

０分ごろから海上保安部による船体及び内部の調査が実施されたが、

船長及び甲板員Ａは発見されなかった。 

本船は、僚船により宿漁港から気仙沼港にえい
．．

航され、２４日１０

時３０分ごろ造船所に上架された。 

船長及び甲板員Ａは、僚船、漁業取締船及び巡視船等により２８日

まで捜索が続けられたが、発見されず、行方不明となった。 

（付図１ 本船等発見場所概略図、写真１ 転覆した本船、写真２ 

えい
．．

航後に上架された本船 参照） 

 その他の事項  本船は、ふだん、約５００kgのわかめ
．．．

を刈り取って船首側の甲板に

積載し、帰航中、船長が操舵室で操船し、甲板員２人が船尾甲板にい

た。 

組合担当者によれば、僚船が、本件養殖施設でのわかめ
．．．

漁の作業を
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終えて出発する本船を０８時４５分ごろ認めた。 

 本船は、ふだん、約４０分掛かる本件養殖施設に向けて０４時３０

分ごろ出港し、０９時３０分ごろ帰港していた。  

本船は、船体に衝突痕が認められなかった。 

甲板員Ｂは、発見された際、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、０８時４５分ごろ本件養殖施設を出発するところを目撃さ

れた後、０９時４５分ごろ本件養殖施設南方沖となる馬場漁港南東方

沖で転覆しているところを発見されたことから、この間において転覆

したものと考えられる。  

本船は、船長及び甲板員Ａが行方不明であり、甲板員Ｂが死亡した

ことから、転覆に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

甲板員Ｂの死因は、溺水であった。  

原因  本事故は、本船が、馬場漁港南東方沖において、転覆したものと考

えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

 ・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合は、救命胴衣を着用する

ことが望ましい。 
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付図１ 本船等発見場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船発見場所 
（平成２９年３月２３日 

０９時４５分ごろ発見） 

滝浜漁港 

陸前御崎岬灯台 

鮪立漁港

宮城県 

気仙沼市 

× 

０ ２Ｍ 

馬場漁港 

本件養殖施設 

気仙沼市
漁港 

甲板員Ｂ発見場所 

（平成２９年３月２３日 

１０時０５分ごろ発見） 

 



- 5 - 

写真１ 転覆した本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ えい
．．

航後に上架された本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城海上保安部提供 


